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「外商投資産業指導目録（2015年改訂版）」の概要と特徴 

Ⅰ．概要 

 2015年 3月 10日付で、外商投資産業指導目録の 6回目の改訂版（国家発展改革委員会・

商務部令第 22号、以下、「2015年版目録」という）が公布された。 

 今回の改訂は、2013 年 11 月に開催された中国共産党第 18 期中央委員会第 3 回全体会議

の会議において採択された「改革の全面的深化における若干の重大な問題に関する決定」

の趣旨に基づいて改革を全面的に深化させると同時に、更なる対外開放を積極的に推進す

るための重要な措置であると見なされ、サービス業や一般製造業への外資参入規制が重点

的に緩和されていることに特徴がある。 

 また手続面では、今回の改訂過程において、2011 年版外商投資産業指導目録（国家発展

改革委員会・商務部令第 12号、以下、「2011年版目録」という）の公布時と同様、2014年

11月 4日に 2015年版目録の意見募集稿（以下、「2015年版目録意見募集稿」という）が先

に公表され、意見募集が行われた。この意見募集で寄せられた各産業分野からの様々な意

見を踏まえたうえで、2015年版目録が正式に公布された。 

 

Ⅱ．2015 年版目録の特徴 

以下では、2015年版目録の特徴をいくつかの視点に分けて解説しながら、2011年版目録

との相違点、2015年版目録意見募集稿との相違点等について言及する。 

 

一、 修正の原則 

国家発展改革委員会の 2015年版目録の改訂に関する記者会見での説明によると、今回の

改訂は以下の原則に基づいて行われている。 

１、 積極的、主動的に開放を拡大する 

第一次、第二次、第三次産業1の開放をさらに推し進め、サービス業及び一般製造業の

                                                   
1 第一次産業とは、人間が自然に働きかけて営む産業。農業、牧畜業、林業、水産業、狩猟業等を指す。 

第二次産業とは、第一次産業の生産物の加工を営む産業。製造業、建設業等。鉱業は第一次産業に含め

ることもある。 

第三次産業とは、商業、金融業、運輸通信業、サービス業、自由業等、第一次及び第二次産業以外の全

産業を指す。 
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開放を重点的に拡大し、中国（上海）自由貿易試験区における試行経験を複製し、普

及させる。  

２、 外資の管理方式を転換する 

市場が資源配置における決定的な役割を十分に発揮し、省エネ、環境保護、技術、安

全等の措置により内資、外資の統一的な監督管理を実現できる項目であれば制限類に

取り入れない。  

３、 経済構造を調整し、最適化する 

外商投資が現代農業、ハイテク、先進的な製造、省エネ環境保護、新エネルギー、現

代的サービス業等の領域に投資し、ハイエンド産業への移行の担い手となることを奨

励する。研究開発段階に対する外商投資を奨励する。 

４、 透明度をさらに高める 

ネガティブリスト管理モデルの要求に従い、許可類項目については原則として外資持

分比率の制限を設けず、外資持分比率に関するすべての規制については「目録」にお

いて明記する。 

 

二、 各項目の増減 

 上記の原則に基づいて改訂された 2015 年版目録は、2011 年版目録と比べ、制限類が 41

項目（79項目から 38項目に）減尐し、禁止類が 2項目（38項目から 36項目に）減尐した。

奨励類は、5項目（354項目から 349項目に）減尐と、変動した項目数自体はそれほど多く

ないが、修正された項目は 76項目にも及ぶ。また奨励類、制限類の中でこれまで外資出資

規制として、「合弁、合作」形態でなければならないとされていた項目が、2011年版目録の

43 項目から 15 項目に、「中方がマジョリティ」でなければならないとされていた項目が、

44項目から 35項目まで減尐している。 

また、これまで注として付されていた「国務院の特別規定又は産業政策に別途規定があ

る場合、その規定に従う」という条項を削除するとともに、制限類、禁止類目録の最後の

条項にあった補足条項を「国の規定及び中国が締結又は加盟した国際条約の規定により禁

止されるその他の産業」から「国の法律法規及び中国が締結又は加盟した国際条約の規定

により禁止されるその他の産業」へと修正した。その上で、これまでに各産業主管部門が
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規定した外資規制を 2015年版目録に明記することで統一し2、今後は、基本的に「国の法律

法規」の形式のみにより外資規制を行う方針であることを明らかにした。 

 

三、 産業分野ごとの修正ポイント 

以下では、日系企業にも影響すると思われる主要な産業分野及び項目についての修正ポ

イントをご紹介する。 

1. 農業 

農副産物加工業における、「稀尐樹種原木の加工（合弁、合作に限定）」、「綿花（種綿）

の加工」を制限類から外し、国民の基礎食品原料の確保の観点から、「粗糖の加工」を制限

類に取り入れた（制限類 6）。 

また、2011 年版目録の禁止類に分類されていた「遺伝子組換生物の研究開発及び遺伝子

組換農作物の種子、種畜・種家禽、水産種苗の生産」に関し、2015 年版目録では「遺伝子

組換品種の選択・育成及びその遺伝子組換種子（苗）の生産」が禁止類に分類されている

ものの、「研究開発」は禁止類から外された（禁止類 2）。 

2011 年版目録の公布時には、ある大手外資種子企業が同目録の公布前にバイオテクノロ

ジー研究開発センターを設立したものの、外商投資による遺伝子組換生物の研究開発が禁

止されることとなったため、中国側パートナーと技術ライセンスの供与等の形で提携する

よう方針転換を余儀なくされたことがあった。遺伝子組換品種が人間や動物に与える影響

が明確にされておらず、消費者への安全に関する知識の普及も開始して間もない現段階に

おいて、研究開発は重要である。今回、研究開発を禁止類から除外したことは、外資によ

る研究開発への参入を期待していることの表れであるといえる。もっとも、量産に直接繋

がる育成や種子（苗）の生産への外資参入にはなお慎重のようである。今回の改訂は、上

記のような大手外資種子企業にとっては朗報であるが、量産に直接繋がる育成や種子（苗）

の生産が依然として禁止されている状況の中で、研究開発の成果をいかに商業化させるか

が課題といえる。 

奨励類に関しては、「環境に優しい無公害の飼料及び添加物の開発」が新たに取り入れら

れており（奨励類 16）、中国政府の環境保護に対する意識の高まりが伺える。 

 

                                                   
2 下記でも言及するが、例えば、「自動車完成車、専用自動車及びオートバイの製造」、「就学前教育機

関」及び「インターネット出版サービス」等に関して、従来行われていた外資規制が 2015年版目録に集約

された。 
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2. 製造業分野 

まず、2011 年版目録の禁止類に分類される、①「中国の伝統的技術である緑茶及び特種

茶の加工（銘茶、黒茶等）」、②「開放型（酸性ミスト直接排出式）鉛酸蓄電池、水銀を含

むボタン式酸化銀電池、水銀を含むボタン式アルカリ性亜鉛マンガン電池、ペースト式亜

鉛マンガン電池、ニッカド電池の製造」、③「一閑張技法の漆器の生産」、④「ホウロウ製

品の生産」、及び⑤「発がん性・催奇形性・突然変異誘発製品及び恒久的有機汚染物製品の

生産」が、いずれも 2015年版目録では禁止類から削除された。なお、2015年版目録で新た

に禁止類に分類されたものとしては、「核燃料の生産」がある（禁止類 9）。 

次に、2011 年版目録の制限類に分類されていた、①飲料製造業（具体的には、「醸造酒、

有名で良質な蒸留酒の生産（中国側の持分支配）」）、②たばこ製品業（具体的には、「たば

この葉の除骨・乾燥加工生産」）、③石油加工、コークス製造及び核燃料加工業の一種であ

る「1000万トン／年以下の石油の常圧・減圧蒸留、150万トン／年以下の接触分解、100万

トン／年以下の連続触媒再生式接触改質（芳香族炭化水素の抽出を含む）、150 万トン／年

以下の水素化分解による生産」3、④化学原料及び化学製品製造業（具体的には、「ソーダ灰、

カセイソーダ並びに一定規模以下の又は旧式技術の採用による硫酸、硝酸、炭酸カリウム

の生産」等）、⑤化学繊維製造業（具体的には、「非連続式通常紡績による化学繊維紡績糸

の生産」及び「レーヨンの生産」）、⑥「電解アルミ、銅、鉛、亜鉛等の非鉄金属の製錬」、

⑦汎用設備製造業（具体的には「各種普通レベル（PO）ベアリング及び部品（鋼球、保持

器）、半製品の製造」等）、⑧専用設備製造業(具体的には「一般ポリエステル長繊維、短繊

維設備の製造」等。なお、禁止類に属する「武器弾薬の製造」用の専用設備は除く)等の産

業の関連項目の大多数を 2015年版目録では制限類に取り入れず、許可類とした。また、上

記に伴い、一部の項目に付されていた出資方法や外資持分比率の規制もなくなるため、今

後、これらの産業において、外国投資者は出資比率の制限を受けずに投資を行うことがで

きることになる。 

 

3. 自動車関連産業 

2011年版目録の公布時には、国内の自動車生産能力が過剰気味であり、中国の自動車産

業の健全な発展を確保する必要性があるという背景から、自動車完成車の製造（外資出資

比率は 50%以下）が 2011年版目録の奨励類項目から削除された。 

                                                   
3 但し、同じ「石油加工、コークス製造及び核燃料加工業」である「放射性鉱物の製錬、加工」は、2011

年目録でも 2015年目録でも禁止類項目に規定されている。 
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2015 年版目録では、既存の政策4に関するものであり、新たな規制とはいえないものの、

自動車完成車、専用自動車及びオートバイの製造に関して、以下の内容が制限類に明記さ

れた。 

「中国側の持株比率は 50%を下回らず、一社の外商投資は、同じ種類（乗用車類、商用

車類、オートバイ類）の完成車製品を生産する合弁企業を中国国内に二社まで（二社を含

む）設立することができる。なお中国側合弁パートナーと共同で中国国内の他の自動車生

産企業を吸収合併する場合には、二社までの制限を受けない。」 

また、2015年版目録意見募集稿では、奨励類における自動車電子装置の製造・研究開発

領域の一部の製品、技術項目への投資に付されていた合弁、合作の制限を削除する修正が

なされていた。具体的には、①「自動車のバス型ネットワーク電子技術（合弁に限定）」、

②「電動パワーステアリングシステム電子制御機器（合弁に限定）」、③「埋込式電子集積

システム（合弁、合作に限定）」について、それぞれの合弁、合作による外商投資企業設立

の制限を削除し、外商独資での投資を認める方針を示していた。それが 2015年版目録では、

③「埋込式電子集積システム」のみ合弁、合作の規制を設けていないものの、①「自動車

のバス型ネットワーク電子技術」及び②「電動パワーステアリングシステム電子制御機器」

については、いずれも引き続き「合弁に限定」されることとなった（奨励類 206）。 

このことは、完成車製造への制限が引き続き行われている中で、自動車関連装置の外資

への開放をも慎重に検討し、完成車製造の開放と歩調を合わせる必要があるという考えを

示したことの表れであると思われる。中国に進出する自動車関連日本企業は多いため、今

後も、中国の自動車関連産業政策の動向を注視する必要がある。 

 

4. エネルギー産業 

 エネルギー産業に関して、まず、2011 年版目録の制限類項目に属していた「電力網の建

設、運営（中国側の持分支配）」が、2015 年版目録では奨励類項目に調整された（奨励類

295）。その背景には、近年、石炭価格の上昇等の原因により、外商投資電力企業が次々と

中国から撤退していくことがある。今回の制限類から奨励類への調整は、外資を積極的に

誘致し、外資による新技術の導入、応用によって、電力網の効率を引き上げることが目的

であると思われる。もっとも、電力網は国の重要なインフラ施設であるため、中国側投資

者による持分支配が引き続き要求されている。 

次に、新エネルギー発電についても、2015 年版目録では①「クリーンコール技術製品の

                                                   
4 「自動車産業発展政策」（国家発展改革委員会令第 8号、2004年 5月 21日公布、同日施行）。 
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開発・利用及び設備の製造（石炭のガス化、液化、ウォーターコールスラリー、工業成型

炭）」（奨励類 202）、②「単機 60万キロワット以上の超々臨界圧ユニット発電所の建設運営」

（奨励類 287）、③「背圧（抽気背圧）型熱電併給、冷熱電併給、30万キロワット以上の熱

電併給ユニットを採用した発電所の建設、運営」（奨励類 288）、」④水不足地区における単

機 60万キロワット以上の大型空気冷却ユニット発電所の建設、運営」（奨励類 289）、⑤「石

炭ガス化複合発電等のクリーンコール発電プロジェクトの建設、運営」（奨励類 290）、⑥「動

床ボイラーを採用し、かつ石炭脈石、二号炭、石炭スラリー等を利用した単機 30万キロワ

ット以上の発電プロジェクトの建設、運営」（奨励類 291）、⑦「潮流エネルギー発電所（奨

励類 294）」等が奨励類に新たに追加され、中国政府が産業政策を利用してクリーンエネル

ギーや大型発電所等への外資参入を積極的に誘致する姿勢を示している。 

 

5. 不動産産業 

2011 年版目録の制限類中の不動産業の項目に属していた①「土地の大規模開発（合弁、

合作に限定）」、②「高級ホテル、高級オフィスビル及び国際コンベンションセンターの建

設、運営」、及び③「不動産二級市場取引及び不動産仲介又は代理会社」は、2015年版目録

では削除されている。もっとも、外国投資者による不動産業への投資に関するその他の規

制（商業拠点設置の原則5、プロジェクト会社原則6など）は依然として有効である。したが

って、これらの規定の今後の修正動向及び実務対応に注意する必要がある。 

 

6. 金融業 

金融業分野においては、まず、2011 年版目録では、制限類に分類されていた①「金融会

社」、②「信託会社」、③「金融仲介会社」、④「保険仲立会社」が 2015 年版目録の制限類

から削除された。 

                                                   
5 「不動産市場の外資参入及び管理の規範化に関する意見」（建住房[2006]171号、2006年 7月 11日公布、

同日施行）において、国外機構及び個人が中国国内において私用でない不動産を投資購入する場合、商業

拠点設置の原則に従い、外国投資家による不動産投資の関連規定に基づいて、外商投資企業の設立を申請

しなければならず、さらに、外商投資不動産企業の投資総額が 1000万米ドル（1000万米ドルを含む）を

超える場合の登録資本は投資総額の 50％を下回ってはならないことが明確に規定されている。 
6 「外国投資家の不動産業への直接投資の審査認可及び監督管理のさらなる強化、規範化に関する通知」

（商資函［2007］50号、2007年 5月 23日公布、同日施行）は、外国投資家が投資して不動産会社を設立

する場合、プロジェクトが存在することが前提となっていなければならないことを規定している。具体的

には、外国投資家が投資して不動産会社を設立する場合、まず土地使用権、不動産建築物の所有権を取得

するか、又は土地管理部門、土地開発業者/不動産建築物の所有者と、土地使用権若しくは不動産の払下/

購入の予約に関する協議書を締結しなければならないことを規定している。 
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また、「証券会社」について、2011年版目録では、「A株引き受け、B株及び H株並びに政

府及び会社債券の引き受けと取引に限定。外資比率は 1/3を超えない。」とされ、かなり厳

格な規制がされていたところ、2015年版目録では、「設立時は人民元建ての普通株式、外国

株式及び公債、社債の引き受けと保証推薦、外国株式の仲介、公債、社債の仲介及び自営

に限定。設立から 2 年経過後、条件を満たす会社は業務範囲の拡大を申請することができ

る。外資比率は 49%を超えない。」との規制に緩和されている（制限類 26）。 

なお、「銀行」については、「単一の中国国外金融機関及びこれに支配され又は共同で支

配されている関連当事者が発起人又は戦略的投資家となって単一の中国資本の商業銀行に

出資する場合の出資比率は 20%を超えてはならず、複数の中国国外金融機関及びこれに支配

され又は共同で支配されている関連当事者が発起人又は戦略的投資家となって出資する場

合の出資比率は合計で 25%を超えてはならず7、農村の中小金融機関に出資する中国国外の

金融機関は銀行類金融機関でなければならない」との規制が追記されている（制限類 24）。 

 

7. サービス業 

 サービス業分野において、2011 年版目録の制限類に分類されていた①「オーディオ・ビ

ジュアル製品（映画を除く）の流通（合作に限定）」、②「鉄道貨物輸送会社」、③「出入国

自動車輸送会社」、④「輸出入商品の検査、鑑定、認証会社」、⑤「測量製図用航空撮影以

外の撮影サービス（航空撮影等の特殊撮影サービスを含む。合弁に限定）」、⑥「直接販売、

通信販売、ネット販売」、⑦「植物油、食用砂糖、たばこ、原油、農薬、農業用フィルム、

化学肥料の卸売、小売、配送（30 を超える支店を設立し、複数のサプライヤーから仕入れ

た異なる種類及びブランドの商品を販売するチェーン店は、中国側の持分支配とする）」（但

し、たばこ製品等8の卸売、小売については、禁止類に追加されることとなった）、⑧「娯楽

施設の運営（合弁、合作に限定）」等が、2015年版目録の制限類から削除された。 

また、「上演場所の運営」については、2011年版目録では中国側の持分支配が要求されて

いたが、2015 年版目録では当該要求が削除されており（奨励類 348）、「工業設計、建築設

計、衣料設計等のクリエイティブ産業」（奨励類 340）が新たに奨励類に取り入れられるな

どしている。 

会計、監査サービス等の専門職サービス業に関しては、まず、奨励類に分類されている

「会計、監査」について、2011年版目録では、「会計、監査（合作、パートナーシップに限

                                                   
7 当該規制については、既に「中国資本の商業銀行行政許可事項の実施弁法（2013）」（中国銀行業監督管

理委員会令 2013年第 1号、2013年 10月 15日公布、同日施行）第 11条で定められている。 
8 具体的には、たばこの葉、紙巻たばこ、再乾燥したたばこの葉及びその他のたばこ製品である。 
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定）」とされていたところ、2015年版目録では「会計、監査（代表パートナーは中国籍を有

していなければならない）」と修正され、代表パートナーに中国籍を有する者が就任するの

であれば、外国投資者は独資により会計士事務所を設立することが可能となった（奨励類

318）。次に、2011 年版目録の制限類に分類されていた「法律相談」との項目が削除され、

代わりに、「中国法律事務コンサルティング（中国法律環境の影響に関する情報の提供を除

く）」との内容が禁止類に新たに追加された。また、制限類に分類されているマーケティン

グ調査については、2011年版目録の「マーケティング調査（合弁、合作に限定）」から「マ

ーケティング調査（合弁、合作に限定。そのうち、ラジオ・テレビの視聴調査については

中国側の持分支配が求められる）」に変更された。つまり、調査手段のうちラジオ・テレビ

の視聴調査については中国側の持分支配が必要であることが追加的に要求された（制限類

28）。この点については、ラジオ・テレビの視聴調査を行っている既存の外商投資会社にも

影響が及ぶ可能性がありうると考えられるが、特に新設する場合にはラジオ・テレビの視

聴調査といった業務を経営範囲に入れるか否かによってマジョリティに影響するため十分

に注意する必要がある。 

 なお、2015年版目録の意見募集稿では、「映画館の建設、運営（中国側の持分支配）」、「大

型テーマパークの建設、運営」、「公演仲介機構（中国側の持分支配）」を制限類から削除し、

「映画興業会社」を禁止類から削除する案があったが、正式に公布された 2015年版目録に

は結局反映されなかった。 

 

8. 医薬、養老産業 

薬品に関して、2011年版目録の奨励類においては、「漢方薬材料の栽培、養殖」について

「合弁、合作」に限定しているが、2015年版では当該出資方法に関する規制を削除した（奨

励類 6）。次に 2011年版目録の奨励類に規定されていた「新型抗がん剤、新型心臓血管・脳

血管用医薬品及び新型神経系統用医薬品」については、生産に加え、これらの「開発」も

奨励類に取り入れた（奨励類 54）。一方で、生物ワクチンの生産は奨励類から外された。ま

た、2011年版目録の制限類に分類されていた医薬品製造業、具体的には、「ペニシリンなど

の抗生物質類の薬品やビタミン類、カルシウム剤、国の免疫計画に入っているワクチン」、

「麻酔薬品及び一類規制精神薬品の原料薬（中国側の持分支配）」、「血液製剤」等の生産に

ついて、2015年版目録では制限類から外している9。 

また、医療器械について、2011 年版目録の奨励類に分類されていた「全自動酵素免疫測

                                                   
9 医薬品製造業としては、漢方薬の製造、応用が、2011年目録同様、禁止類に分類されている（禁止類

8）。 
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定システム（サンプル注入、酵素による標識化、プレート洗浄、培養、データ後処理等の

一部の機能を含む）設備の製造」を「全自動生化学監視測定設備、五分類血液細胞分析装

置、全自動化学発光免疫分析装置、ハイスループット DNAシーケンシングシステムの製造」

に修正し（奨励類 172）、その範囲を拡大した。 

医療機関に関しては、2015 年版目録では、許可類から制限類に分類し、かつ合弁、合作

に限定した（制限類 34）。2011年以前は、外商投資医療機構に対する外資出資比率（70%以

下）の制限があったため、一部の外商投資企業では一定のスキームを組み、中方が所持す

る 30%の持分を実質上外国投資者がコントロールするケースもあったところ、サービス業の

向上の一環として、2011年版目録では、外商投資医療機関を制限類から許可類に移行した。

これをもって、外商投資に対する 70%以下の出資比率の制限もなくなり、外商独資による医

療機関の設立が認められた。しかし、外商独資による医療機関の設立に関する実施細則が

制定されていないため、実務においては、外商独資による医療機関の設立が難航していた。

今回、2015 年版目録では、医療機関を再度制限類目録に取り入れ、かつ「合弁、合作」に

限定した。 

他方で、医療機関については外資への開放の動きもある。具体的には、2014年 6月 30日

に上海自由貿易区の 2014 年版ネガティブリスト10が公布され、同リストでは「投資医療機

関の投資総額は 2000万元を下回ってはならず、支店を設立してはならず、経営期限を最長

20年に制限する」という条件のうち、「支店の設立を認めない」以外を削除し、その他に中

国側の持分に関する条件を設けることはしていない。これを受け、上海自由貿易区では、

外商独資による医療機関設立が可能であると考えられている。また、2014年 7月 25に国家

衛生・計画生育委員会と商務部により「外資系独資病院設立試行業務の実施に関する通知」

11（以下「試行通知」という）が発行され、同試行通知では、北京市、天津市、上海市、江

蘇省、福建省、広東省、海南省といった試行区域において、中国国外投資者が新設又は買

収・合併の方法をもって外商独資病院を設立することを認める旨が規定されている。 

このように、医療機関については、規制と開放という 2 つの潮流が見られるが、全国的

に適用される産業指導目録において、制限類に分類されたことからすれば、近日中に、全

国的に独資による外商投資医療機関の設立が認められる見込みは低いと考えられる。なお、

2015 年版目録の正式施行に伴い、上記の試行通知が試行区域において引き続き有効である

か否かについて、国家衛生・計画生育委員会医政医管局にヒアリングを行ったところ、尐

なくとも現段階では、試行通知を施行することはない旨の回答があった。よって、現時点

で既に開放されている上海自由貿易区での外商独資病院の設立事例を参考にしつつ、今後

                                                   
10 上海市人民政府公告 2014年第 1号、2014年 6月 30日公布、同日施行。 
11 国衛医函[2014]244号、2014年 7月 25日公布、同日施行。 
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新たな緩和措置が制定されることを待つ必要があると考える。 

養老産業への外資参入については、2015年版目録は積極的な姿勢を見せている。2014年

11月 24日に商務部と民政部は共同で「外商投資による営利性養老機構設立の関連事項に関

する公告」12を公布し、外国投資者が中国において単独又は合弁、合作の形で営利性養老機

構を設立・運営することを奨励し、設立条件、手順に関する手引きを規定した。これを受

けて、2015年版目録では、高齢者福祉施設を奨励類に取り入れている（奨励類 347）。 

 

9. 電信、インターネット 

外国投資者が中国国内の電信付加価値業務に投資する場合、外商投資産業目録及び「外

商投資電信企業管理規定」13に従う必要がある。2011年版目録では、電信会社について、「付

加価値電信業務14（外資比率は 50％を超えない）」を制限類に分類し、また、外商投資電信

企業管理規定第 6 条では、付加価値電信業務を行う外商投資電信企業の外国側投資者の企

業における出資比率は 50%以下としている。 

もっとも、上海自由貿易区では、2014 年 1 月 6 日に、工業・情報化部及び上海市人民政

府が「中国（上海）自由貿易試験区における付加価値電信業務のさらなる対外開放に関す

る意見」を公布し、同区では、オンラインデータ処理及び取引処理業務（経営類電子ビジ

ネス）の外資持分比率が 55%まで認められることになった。また、これに続き 2015 年 1 月

13 日に、工業・情報化部が「中国（上海）自由貿易試験区におけるオンラインデータ処理

及び取引処理業務（経営類電子ビジネス）の外資持分比率制限の開放に関する通知」を公

布し、同区では、オンラインデータ処理及び取引処理業務（経営類電子ビジネス）の外資

持分制限が廃止となり、外商独資企業の設立が認められるようになった。 

上記上海自由貿易区における試行を踏まえ、2015 年版目録では、付加価値電信業務につ

いて依然として制限類に分類しているものの、「外資比率は 50％を超えず、電子ビジネスを

除く」と追記し、上海自由貿易区以外の区域においても電子ビジネスに対する外資持分の

制限をなくした（制限類 20）。これにより、外国投資者は独資により電子商取引企業を設立

することが可能となった。 

                                                   
12 商務部公告 2014年第 81号、2014年 11月 24日公布、同日施行。 
13 国務院令第 534号、2001年 12月 11日公布、2002年 1月 1日施行、2008年 9 月 10 日改正、同日施行。 
14 「中華人民共和国電信条例」第 8 条第 1 項によると、電信業務は、基礎電信業務及び付加価値電信業務

に分類されており、その具体的区分は、「電信業務分類目録」に列挙されている。現時点では、中国当局

が公布した「電信業務分類目録（2003 年改訂）」が電信業務の区分に関する最新の目録である。同目録で

は、基礎電信業務を第一類基礎電信業務及び第二類基礎電信業務に、付加価値電信業務を第一類付加価値

電信業務及び第二類付加価値電信業務に分類している。 
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さらに、インターネット時代という大きな背景において、2015年版目録では、「物のイン

ターネット技術の開発と応用」という新しい業務を奨励類に取り入れている（奨励類 339）。 

 

10. 教育、文化 

2011 年版目録では、「高等教育機関（合弁、合作に限定）」は奨励類に分類していたが、

2015年版目録では、それを制限類に調整し、かつ、「中外合作による教育機関の設立条例」

15）第 21条、25条に規定されている内容を、「中国側の主導」16との条件で明記した（制限

類 31）。同じく 2011年版目録の奨励類に分類されていた「職業技能訓練」は、「学校教育に

類しない職業訓練機関」のみが奨励類に残され（奨励類 345）、それ以外の職業技能訓練機

関は許可類に分類されることとなった。 

また、「中外合作による教育機関の設立条例」で合作による設立が認められている「就学

前教育機関」は、2015 年版目録の制限類として明確に取り入れられ、かつ、高等教育機関

と同様、「中国側の主導」との条件が明記された（制限類 33）。また、普通高校教育機関に

ついて、2011年版目録より存在する「合作」との条件に加え、2015年版目録では、同じく

「中国側の主導」を追加している（制限類 32）。 

なお、義務教育機関は、従来の産業目録に引き続いて禁止類項目とされており、小学校

から中学校までの義務教育において外資の参入は制限されている。この点について、「中外

合作による教育機関の設立条例」及びその実施細則である「中外合作による教育機関の設

立条例実施弁法」17に基づいて各地で設立された中外合作教育機関に対して適用される「中

外合作教育機関及びプロジェクトの再審査業務をきちんと行うことに関する教育部の通

知」18によると、義務教育を実施しているか否かが審査時の重点項目の一つとされている。

現時点で各地に存在している塾（中国語で「培訓班/培訓学校、補習班/補習学校」等とい

う）は、義務教育段階の学生達に実質的に一部の義務教育を施す役割を担っているといえ

る。このため、このような教育機関には尐なくとも形式上は、外商投資によるものが存在

しない（回避されている）と考えられる。 

インターネット出版19サービスについては、2015 年版目録で新たに禁止類に分類された

                                                   
15 国務院令第 372号、2003年 3月 1日公布、同年 9月 1日施行。 
16 「中国側の主導」とは、校長又は主な管理責任者は中国籍を有していなければならず、中外合作による

学校運営機関の理事会、董事会又は共同管理委員会の中国側構成員が 1/2を下回ってはならないことを指

す。 
17 教育部令第 20号、2004年 6月 2日公布、同年 7月 1日施行。 
18 教外総[2004]37号、2004年 8月 12日公布、同日施行。 
19 「インターネット出版管理暫定規定」（中国新聞出版総署、中国情報産業部令第 17号、2002年 6月 27

日公布、同年 8月 1日施行）第 5条の規定によると、当規定においてインターネット出版とは、インター
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（禁止類 31）。2011 年版目録にインターネット出版サービスに関する明確な記載はなかっ

たが、文化部、国家ラジオ・映画・テレビ総局、新聞出版署、国家発展改革委員会、商務

部が 2005 年に公布した「文化領域の外資導入に関する若干意見」20においてはインターネ

ット出版サービスを禁止する旨の規定があった。このため、今回の修正は新たな規制では

なく、ネガティブリスト方式を徹底すべく、従来の産業指導目録以外による制限規定を 2015

年版目録に集約するためのものであると思われる。 

また、上記と同様、外商投資による文物のオークションを運営するオークション企業、

文物商店の設立は、以前より「文物保護法」21によって禁止されているが、2015年版目録で

初めて禁止類に分類された（禁止類 32）。 

 

11. その他 

 2015年 1月 19日に、中国の商務部より「外国投資法」に関する意見募集稿が公表された。

その第 6 条において、外国投資者が中国国内において投資する場合に国民待遇を享受する

ことを原則とした上で、同法第 23条に基づいて制定する外国投資特別管理措置目録（いわ

ゆるネガティブリスト）において別途規定がある場合を除くと但し書きで記載している。

今後、外商投資産業指導目録が当該外国投資特別管理措置目録の正式な実施により取って

代わられるか否か、両者の内容と相関関係に注目していく必要がある。 

 

以上 

                                                                                                                                                     
ネット情報サービス提供者が、自らが創作し、又は第三者が創作した著作物を、選択及び編集加工を経て、

インターネット上に掲載し、又はインターネットを通じてユーザー端末に送り、公衆の閲覧、閲読、使用

又はダウンロードに供するオンライン伝達行為を指す。その著作物には主に次に掲げるものを含むものと

する。  

⑴ 既に正式に出版されている図書、新聞、定期刊行物、音響・映像製品、電子出版物等の出版物の内容

又はその他のメディアで公表された著作物。 

⑵ 編集加工を経た文学、芸術及び自然科学、社会科学、工学技術等の分野の著作物。 
20 文弁発[2005]19号、2005年 7月 6日公布、同日施行。 
21 主席令第 5号、1982年 11月 19日公布、同日施行、2013年 6月 29日改正。 


